
平成16年度税制改正大綱中羽

第一 持続可能な社会保障制度と地方分権の推進を支える税制の

確立を目指して

今、わが国は、構造改革を着実に進め、活力ある経済社会を実現していくため、

多くの基本的な課題に取り組まなければならない。

第一は、少子高齢化社会における年金、医療、介護等を抜本的に再構築し、持続

可能で国民が信頼できる社会保障制度を確立していく必要がある。特に年金制度に

ついては、平成21 度までに基礎金の国庫負担割合を階的に2分の1に引き上

げるための安定した税財源を確保する。

その際、税と社会保険料負担を合わせた国民負担の水準を抑制し、将来にわたっ

てわが国経済社会の活力を維持するようにつとめる。

第二は、「国から地方へ」の考え方に立ち、地方の自立と地域経済の発展を目指し

て、真の地方分権を推進し、地方自治の確立を図っていく必要がある。特に、平成

18年度までに、約4兆円の国庫補助負担金の廃止・縮減等を行うとともに、地方交

付税の見直しと地方への税源移譲を行う「三位一体改革」を進めることが求められ

ている。

その際、地方行革を徹底して進め、地方財政の健全化を図っていくことが重要で

ある。

こうした諸課題を決するため、'むこう数年間のうちに、次のような税制の抜本

改革に取り組むこととする。
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4 平成19 度を目途に、金、医療、介護等の社会保障給付全般に要する費用の

見通し等を踏まえつつ、あらゆる世代が広く公平に負担を分かち合う観点から、

消費税を含む抜本的税制改革を実現する。




